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十和田税務署だより十和田税務署だより
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詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）又は十和田税務署へ（ 0176-23-3151）
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ひとことアドバイスひとことアドバイス

　新型コロナウィルス感染症の拡大は様々な業種の企業の経営に影響を及ぼしており、業績悪化による
キャッシュフローが企業の存続を左右します。
　特別貸付や各種給付金、申告期限・納付期限の延長などの制度を活用して企業を継続させましょう。

１　各種助成金、補助金、給付金の活用
　新型コロナウィルス感染症対策として、①雇用維持のため休業手当に要した費用を助成する「雇用
調整助成金」、②事業の継続を支え、再起の糧とする「持続化給付金」、③「十和田市経済支援対策給
付金」、「三沢市経済対策支援助成金」など様々の対策が講じられ、第２次補正予算の追加経済対策で
④「特別家賃支援給付金」が創設されました。

２　無利息、無担保若しくは低金利による資金調達
　コロナ関連融資は、無利息・無担保の融資若しくは低金利による融資制度があり、条件によっては、
既存の借入金の返済をする「増額借り替え」が認められる場合もあることから、利息の負担を軽減さ
せ、毎月の返済資金も見直しすることを検討します。

３　法人税、地方法人税及び法人消費税の申告・納付期限延長
　新型コロナウィルス感染症の影響により、期限まで申告・納付ができないやむを得ない理由がある
場合には、個別に期限延長が認められます。
　個別延長の場合の申告・納付期限は、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で
申告・納付することとなります。

４　仮決算による中間申告
　業績悪化等により資金繰りに影響を及ぼす場合には、仮決算による中間申告を行い法人税等の納付
税額を減額若しくは零円とします。

５　法人税、消費税の中間申告書の個別延長
　不要不急の外出自粛要請などの影響で仮決算による中間申告書を提出期限まで提出することが困難
な場合は、中間申告書の提出が可能となった時点で、その中間申告書の余白部分に延長申請である旨
を記載して提出すれば、事後的に提出期限の延長及び納期限の延長が認められることになります。

６　欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
　青色申告書を提出する法人が、業績悪化により欠損が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出
した場合には、次の算式によりその事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度（以
下「還付所得事業年度」といいます。）に納付した法人税額の還付を請求できます。

　　　　　還付金額 ＝ 還付所得事業年度の法人税額 ×  　 欠損事業年度の欠損金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 還付所得事業年度の所得金額
　　　　※分母の金額が還付金額の限度となります。

７　納税猶予制度
　新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、延滞税免除
による納税猶予を受けられる場合があります。

ひとことアドバイス
税理士か

らの

　　東北税理士会十和田支部
税理士　佐々木　德　先氏

業績悪化による資金り対策を
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租税教室（十和田市立三本木小学校）

租税教室（六戸町立大曲小学校）

租税教室（三沢市立古間木小学校）

税務セミナー「税制改正について」
 （サン・ロイヤルとわだ）

7 月スケジュール
1日（水）

14日（火）

16日（木）

29日（水）

第８回定時総会開催！第８回定時総会開催！
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